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飲酒運転とビザ
　新型コロナの蔓延から３年が経ち、今ではコロナと共存し
なければならない世の中となってしまいました。地元でも新
年会やイベントが再開するなど、コロナ前の生活に戻りつつ
あります。その中で、各種イベントでお酒を飲むことも多く
なっていると思われます。そこで 
とにならないよう、アルコールとビザの関連について説明し
ます。

【DUI】アメリカは飲酒運転に対して大変厳しく取り締まって
いる国で、飲酒運転 (DUI=driving under the influence) で逮捕
されると刑法上の罰則が科せられます。アメリカでは車内或
は公共の場でふたの開いたビールをもっているだけでも逮捕
されるところもあります。また、レストランは酔っ払いに対
して無制限に酒を提供することもできません。酔っ払いが後
に飲酒運転や人身障害などの事故を起こした場合、酔っ払っ
ていると知りつつ酒を提供した者が責任を問われることもあ
ります。

【ビザ取消】米国内で飲酒運転で逮捕されたら、既存のビザ・
スタンプは無効となります。従って、米国内での違反行為の
後に出国したら、既存のビザ・スタンプで再度入国すること
はできなくなります。出国をしたら、オンライン・ビザ申請
用紙DS160 に飲酒運転による逮捕情報を開示し、裁判書類
を添付し、再度ビザの申請をしなおす必要があります。

【犯罪の種類】飲酒運転で逮捕された場合、初犯であれば、過
去の逮捕歴、違法物所持、第３者に対する人身障害、など重
度の追加違反行為がない限りは、ほとんどの州では軽犯罪の
判決がいい渡されます。軽犯罪だと、判決文を全うすれば、
基本的には滞在資格には影響しません。将来のビザ申請もで
きますが、毎回ビザ申請時や入国時に裁判記録を提示する必
要があります。なお、州により飲酒運転に関する法律が異な
るので、必ず違反行為のあった場所の州法を確認することが
大切です。

【ESTA】アメリカで犯罪歴があると将来 ESTA（ビザ・ウエイ
バー）を申請することができなくなります。既存の ESTA を
使って入国することもできなくなります。しかし、ESTA が
使えない場合、観光や短期出張目的であれば B1/B2 の短期商
用・観光ビザを申請することができます。
【裁判記録】犯罪歴や逮捕歴がある人は、ビザ申請時に米国大
使館や米国領事館に裁判記録を一式提出します。FBI のバッ
クグランドチェックをされるので、ビザ申請は通常よりも長
くかかることがあります。

【健康診断】在外公館は、いままで過去５年以内に飲酒運転の
逮捕歴がある人、もしくは過去 10年間に２回以上飲酒運転
の逮捕歴がある人、またアルコール依存症だと思われる短期
ビザ申請者に対しては、大使館指定医師からの健康診断書の
取得を要請することがあります。診断の結果、本人が自分自
身や社会に脅威や危害を加えるような障害がない、もしくは
アルコール依存症ではないと判断されれば、ビザは発行され
ます。

【入国審査】無事にビザが発行されても、アメリカ入国時に再
度過去の犯罪歴や逮捕歴について審査されます。米国市民以
外のビザ保持者は永住権保持者も含め、入国時に問題がある
ことが発覚すれば第２次審査室につれていかれ、過去の違反
行為に関する書類の提示を求められることがあります。従っ
て、過去に違反歴がある人は警察の逮捕記録や裁判所の判決
記録を証拠として持参した方がよいでしょう。いずれにしろ、
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